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　　　            　　　　　　　　　施策担当課→市民活動団体支援室

案件名 「藤枝市地震対策アクションプログラム2023」（案）

「藤枝市地震対策アクションプログラム2023」（案）に対し、ご意見をいただきありがとう
ございました。
提出された意見の内容（要約）及び意見に対する市の考え方は次のとおりです。

パブリックコメントの結果

（１）意見提出者の数　　　　　　　 6

（２）提出された意見の数　　　　　 27

意見の反映状況

（１）反映した意見　　　　　　　　　 5

（２）既に盛り込み済みの意見　　　　　　11

（３）今後の参考とする意見　　　　　 10

（４）反映できない意見　　　　　　　 0

（５）その他（質問含む）　　　　　　 1

意見の反映状況一覧

№ 意見の内容 市の考え方 反映結果

1

（P27）「藤枝版ローカルSDG
ｓ」の関連が深いものについ
て、２つだけというのは少ない
のではないか。

本計画全体との関連の深いSDGs２項目
のみの掲載としていましたが、個別ア
クションにはSDGsの他の項目と関連す
るものもあることから、本文中「関連
の深いもの」を「関連するもの」に修
正の上、No.5、6、10を追記します。

反映した意見

2

P28以降の新たな個別アクショ
ンについて、新規事業と継続事
業の数など表などで明示すべき
と考える。

P26「（３）アクションと個別目標」
に、新規事業・継続事業の内訳のわか
る個別アクション数の表を追記しま
す。

反映した意見

3

（P30）№21の目標指標につい
て、電源切替とガラス飛散防止
の工事は対象施設も異なり、同
じ指標としてまとめるのはわか
りづらい。

電源切替とガラス飛散防止について、
それぞれ別の個別アクション
（No.21、22）として掲載します。 反映した意見

4

本文について、和暦表記である
が、何年前かわかりづらいた
め、西暦表記又は西暦と和暦の
併記としてほしい。

本文中の元号表記について、（）書き
で西暦を記載します。ただし、表中や
固有名詞については和暦表記のままと
します。

反映した意見

5

（P33）No.50について、防災
指導員の育成を目的としている
のであれば、防災会ごとの所属
人数ではなく、講習会の参加人
数などを目標にするべきではな
いか。

今後も地域の防災活動を支える人材を
育成するため、目標指標を「地域防災
指導員養成講習会（初級）に参加する
人数（年100人）」に修正して推進し
てまいります。

反映した意見

6

（Ｐ39）No.4について、感震
ブレーカーの重要性を周知され
たい。また、以前申請した際
に、予算オーバーで断られたた
め、年250件では予算額が少な
いのではないか。

感震ブレーカーの重要性については、
（Ｐ33）No.56により、防災啓発の一
環として周知を推進します。また、現
在は希望者全員への助成が可能な予算
を確保する中で、年250件を目標とし
ます。

既に盛り込み
済みの意見



7

（Ｐ41）No.30について、山間
部６施設の大型発電機だけでは
なく、なるべく多くの場所に設
置するとともに、防災会ごとに
使用しやすい小型の発電機を望
みたい。

各指定避難所に設置している防災倉庫
内に小型発電機を整備しているため、
（Ｐ35）Ｎｏ.73の資機材整備として
推進します。

既に盛り込み
済みの意見

8

（Ｐ35）No.67について、キッ
チン・トイレ等が整備された避
難所はどこにあるのか示された
い。

指定避難所の一覧については、「藤枝
市地域防災計画資料編資料４－６ー１
指定避難所施設一覧表」に記載があり
ますので、御参照ください。

既に盛り込み
済みの意見

9

（Ｐ35）No.67について、現在
の38か所は少ないため、増やす
べきではないか。

指定避難所については、建物の収容人
数や堅牢制などを考慮し、自主防災会
の理解をいただき、現在の避難所数と
しておりますが、地元からの要望等に
より、随時検討をしてまいります。

今後の参考と
する意見

10

町内のちびっこ広場などに、マ
ンホールトイレを設置してほし
い。

藤枝市では、一部の指定避難所（学校
等）に設置する方針でマンホールトイ
レを整備しました。
設置には、下水道区域であること、
プールなどにより多くの水が確保でき
ることなどの複数の条件が必要となり
ます。
マンホールトイレは、プールから貯水
タンクに水を移し、手動で定期的に上
流部から水を流して管内の汚物を流す
必要があります。このため、作業者
（管理者）が確保できる指定避難所等
に設置されています。

既に盛り込み
済みの意見

11

市内の中山間地域では、水道管
が破損しやすいのではないか。
復旧に時間がかかるため、飲料
用でなくても構わないが、湧き
水、沢の水を利用できるように
保全したらどうか。

沢水や湧水については、所有者を特定
することが非常に難しいため、保全は
困難ですが、防災倉庫にて濾水機を保
管しているため、水道水以外の水を災
害時に使用することができます。

既に盛り込み
済みの意見

12

令和６年能登半島地震を受け、
耐震化、家具固定の徹底や、避
難所の再検討などが必要であ
り、全面的に計画を見直し、強
化すべきである。

本計画は、前計画である「藤枝市地震
対策アクションプログラム2013」の取
組における課題や、計画期間中に発生
した地震や水害等の教訓を踏まえて、
内容を見直したものとなります。今後
も、能登半島地震を含めた災害の教訓
や、訓練等で挙げられた課題等を踏ま
え、随時見直してまいります。

今後の参考と
する意見

13

学校体育館主体の避難所体制を
見直し、地区交流センター・町
内会集会所などを加え、避難所
数を増やすべきではないか。ま
た、避難所の耐震性の強化、発
電機、貯水槽、各種防災資機材
を来年度中に整備すべきではな
いか。

指定避難所については、建物の収容人
数や堅牢制などを考慮し、自主防災会
の理解をいただき、現在の避難所数と
しておりますが、地元からの要望等に
より、随時検討してまいります。ま
た、資機材については、（P35）
No.73にて資機材全般として目標設定
しておりますが、能登半島地震を含め
た災害の教訓や、訓練等で挙げられた
課題等を踏まえ、整備に努めてまいり
ます。なお、指定避難所の耐震化は完
了しております。

今後の参考と
する意見



14

過去の地震では、広い地域に津
波が到達したとの記録が残され
ていることから、藤枝市でも津
波被害を想定すべきではない
か。

本計画は、東日本大震災の教訓から、
「発生頻度は極めて低いが、発生すれ
ば甚大な被害をもたらす、あらゆる可
能性を考慮した最大クラスの地震・津
波」を想定した、「静岡県第4次地震被
害想定」に基づいた計画となっており
ます。同想定において、藤枝市では津
波被害の想定がないことから、今回の
計画では津波被害は想定しませんが、
いただいた意見については、今後の参
考としてまいります。

今後の参考と
する意見

15

原子力災害時に市民が避難でき
る実効性は低く、浜岡原子力発
電所の運転再開は許されない。
基本目標にも、浜岡原子力発電
所の再稼働を認めない旨を追加
すべきである。

国のエネルギー基本計画において、原
子力発電所の安全性については、原子
力規制委員会の専門的な判断に委ねる
とされています。このことから、原子
力発電所の存続については、地域住民
の理解を得た上で国が慎重に判断すべ
き事項であり、現時点では市計画への
記載は避け、いただいた意見を基に、
今後の動向を注視してまいります。

今後の参考と
する意見

16

（P15)AP2013 No.93につい
て、目標達成・周到としている
が、AP2023においても、こど
もの生活・メンタルに関するア
クションを入れるべきである。
また、園児だけでなく、児童・
生徒のメンタルについても対象
とすべきである。

保育園等では、安全計画の策定及び毎
月１回の避難訓練実施が義務付けられ
ており、県及び市が毎年実施する指導
監査で訓練内容を確認しているため、
保育園等における園児への支援につい
てはこれにより推進してまいります。
なお、児童・生徒のメンタルについて
は、（P30）Ｎｏ.県4により推進して
まいります。

既に盛り込み
済みの意見

17

（P30）No.県４について、学
校再開が長引いた場合のケア、
学習のフォローの記載がある
か。また、避難所運営に学校職
員が関るため、こどもの対応が
後回しにならないよう明確にさ
れたい。

文部科学省作成の「学校の『危機管理
マニュアル』等の評価見直しガイドラ
イン」において、児童生徒等の心のケ
アや、教育活動の継続（就学機会の確
保の支援含む）についての記載があり
ます。また、学校側の避難所運営への
協力についても、児童生徒が優先であ
ることが明記されていることから、藤
枝市内の学校においてもガイドライン
に基づいた児童・生徒のケアを推進し
てまいります。

既に盛り込み
済みの意見

18

(P29)No.1、2について、令和
６年能登半島地震での家屋倒壊
の被害を踏まえ、令和８年度以
降も財政支援を継続するべきで
ある。

住宅の耐震化は、藤枝市耐震改修促進
計画に基づき施策・事業を実施してお
り、現計画期間は令和３年度から令和
７年度までとなっております。令和８
年度以降につきましては、本市の住宅
の耐震化の状況等を踏まえ施策・事業
を検討してまいります。

今後の参考と
する意見

19

地域防災指導員が高い数字に
なってきたが、地域防災指導員
が地域の防災会議に参加してい
る割合は72％と低く、役割を果
たしているとは言えないことか
ら、地域防災指導員の質的な目
標を設定すべきである。

質的な目標については、数値的に図る
ことが非常に困難であるため、本プロ
グラムでは目標としておりませんが、
地域防災指導員のメニューの見直しや
防災研修会などを通じて地域防災指導
員の知識の向上に努めてまいります。

今後の参考と
する意見



20

(P35)No.66について、指定避
難所ごとに「避難生活計画書」
が作成されているが、内容が不
十分である。避難所開設訓練を
実施していますが、様々な点を
検討し、詰めていかないと避難
所開設は不可能である。

昨年実施した避難生活計画書の点検の
結果は、各指定避難所に配布しまし
た。指定避難所ごとに利用できるス
ペースや設備の違い、地域の特性など
があるため、可能な範囲で点検結果を
避難生活計画に反映していただくよう
に依頼をさせていただきました。避難
生活計画書がより実効性・有効性が高
い計画とするためには、PDCAサイク
ル（計画・実行・評価・改善）を行う
ことが重要であると考えています。今
後も提出された避難生活計画書の点検
を実施してまいります。

既に盛り込み
済みの意見

21

(P35)No.67について、配備さ
れているパーテーション、ベッ
ドでは、必要数を満たしていな
いため、配備率100％であれ
ば、数量や質を目標とすべきで
ある。

パーテーション、ベッドの必要数につ
いては、必要数の算定が困難であるた
め、数値目標は設定していませんが、
能登半島地震を含めた災害の教訓や、
訓練等で挙げられた課題等を踏まえ、
今後整備数の見直しを進めてまいりま
す。

今後の参考と
する意見

22

（Ｐ35）No.68について、目標
達成となっているのであれば、
高い目標を掲げるべきである。

地域防災指導員養成講習会（初級）に
参加する女性の人数は、令和4年度は１
００％となりましたが、年度によって
受講者数にバラツキがあるため、今回
の目標として受講者が継続して10人以
上となることとしていますが、必要に
応じて見直ししてまいります。

今後の参考と
する意見

23

（Ｐ35）No.78について、市町
村があらかじめ受け入れ対象者
を決めて事前に知らせることと
している政府の方針に従うもの
と理解してよいか。また、要配
慮者は指定避難所に避難後、市
の判断で福祉避難所に移ること
となっているが、時間と手間が
かかってしまう。

「福祉避難所の確保・運営ガイドライ
ン（内閣府）」の改定を受けた取組の
一環として本アクションを推進しま
す。また、福祉避難所につきまして
は、開設マニュアルの見直しを図り、
将来的には要配慮者が地域の指定避難
所を経由せず、直接避難できるよう、
個別避難計画の作成とともに推進して
まいります。

既に盛り込み
済みの意見

24

（Ｐ36）No.県19において、私
立学校への食料・飲料水の備蓄
を目標としていますが、私立の
幼稚園・こども園・保育園が含
まれていないのであれば、市と
して独自に目標設定してほし
い。

県内の私立幼稚園、保育園、こども園
についても、施設にとどまる園児の飲
料水・食料の備蓄について、静岡県規
則「児童福祉施設の設備及び運営の基
準に関する規則」に基づき、県の取組
として実施しております。

既に盛り込み
済みの意見

25

（Ｐ37）No.95について、災害
時協力井戸の取組だけでなく、
沢水や湧水の登録も進めるべき
ではないか。

沢水や湧水については、所有者を特定
することが非常に難しいため、所有者
の確認ができる井戸の登録を推進して
まいりますが、いただいた意見につい
ては、今後の参考としてまいります。

今後の参考と
する意見

26

（Ｐ30）No.14について、令和
６年能登半島地震による飲料水
不足を踏まえ、今後の耐震化率
100％に向けての取組はどのよ
うに考えているか。

水道基幹管路の耐震化につきまして
は、令和元年度策定の「藤枝市水道事
業基本計画・経営戦略」に基づき、令
和２２年度までに１００％となるよう
事業を進めております。（R5耐震化予
定：59.6％）

その他
（質問）



：

：

27

（Ｐ16）AP2013 No.98につ
いて、市社協で行う養成講座は
隔年の開催であるが、社協以外
で開催する養成講座への支援を
含むということか。また、VCF
に属さずに活動するボランティ
アコーディネーターもいること
から、（VCF）の記載は割愛さ
れたい。

アクションの考え方はお見込のとおり
です。VCFの表記については、
AP2013は前回計画のため同表記のま
まとし、（Ｐ36）AP2023 No.82で
はVCFの表記を削除しています。 既に盛り込み

済みの意見

意志決定後の計画、策定案の内容

資料
「藤枝市地震対策アクションプログラム２０２３」（案）

意見公表場所
担当課窓口、市ホームページ、行政情報コーナー、岡部支所（分館含
む）、各地区交流センター、文化センター

担　　当　　課

藤枝市　総務部　危機管理センター　大規模災害対策課（担当者 岡本、安達）

電話 ０５４－６４３－３１１９（内線２６５２）

電子メール saigai@city.fujieda.shizuoka.jp
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